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第 15 回淀川管内河川レンジャー代表者会議 

開催の報告 
 

（開催日時：平成 28 年 2 月 11 日 場所：中央流域センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第22回高槻・山崎（大阪府域）出張所管内
河川レンジャー運営会議（H28.3.7) 
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１．淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領の改正について 
 淀川管内河川レンジャー（試行）運営要領（以下「運営要領」）は、第 15 回淀川管内
河川レンジャー代表者会議での改正案の審議を経て、平成 28 年 2 月 11 日付けで改正し
ました。以下に改正の概要を紹介します。 

 

1.1. 淀川管内河川レンジャーの活動拠点【第 9 条】 

三栖閘門資料館は、伏見出張所に併設した一般開放を行っている淀川河川事務所が管理

する施設です。三栖閘門資料館は、宇治川や地域に関する情報を提供しており、伏見地域

の名所として多くの観光客や地元住民が訪れているとともに、地元小学校と連携したレン

ジャー活動で利用されるなど、河川レンジャーの活動拠点としても利用されてきました。 

このため、正式に三栖閘門資料館を淀川管内河川レンジャーの活動拠点として位置付け、

より多くの人々に情報を提供できるよう、積極的な利活用を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 三栖閘門資料館 位置図     写真 1.1 三栖閘門資料館 全景 

 

1.2. 淀川管内河川レンジャーの任命・辞任・解任基準【第 10・12 条】 

河川レンジャーは、淀川河川事務所の支援（人的、物的、経済的）のもと、住民等と行

政との橋渡し役となって、河川管理上の役割を担う極めて公共性の高い存在です。 

そのため、河川レンジャーは、個人や組織、制度の中立性を確保していく必要があり、

その存在で政治や宗教、営利の色を強く出してはならないものと考えています。 

このような再認識のもと、現河川レンジャーの市議会議員選挙への立候補を契機として、

当該河川レンジャーの方が所属する運営会議の委員、河川レンジャー及び河川レンジャー

アドバイザーの皆様で河川レンジャーの中立性等について、議論を重ねてきました。 

その結果、政治・宗教・営利に係る様々な職業のうち、特に公職＊の方は、河川レンジャ

ーとなって活動を実施した場合、多方面から中立性に対する疑義が生じる可能性が高いこ

とから、公職、公職の候補者及び志望者（選挙への立候補を表明した者、政党からの公認

又は推薦を受けた者）は、河川レンジャーの対象から除外することとしました。 

そのため、淀川管内河川レンジャーの任命・辞任・解任基準に関する規定について、上

記の結果を反映した規定の追加及び変更を行いました。公職以外の職業については、今後、

具体的な事案が確認された段階で検討を行います。 
※公職とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の

議員及び長の職をいう。（公職選挙法 第 3 条） 

京阪本線 中書島駅
徒歩約 10 分 
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1.3. 淀川管内河川レンジャーが行ってはならない活動【第 11 条】 

河川レンジャーは、宗教活動、政治活動、営利活動及びそれら紛らわしい行為について、

河川レンジャーの名称を用いて行ってはならいないと規定しています。 

この規定は、河川レンジャーの中立性を確保していくために設けているものですが、上

記の議論を踏まえ、河川レンジャーとしての行動全体に適用されることを明確にし、存在

の中立性を更に高めるように変更します。 

 そのため、河川レンジャーの立場を利用して、宗教活動、政治活動、営利活動及びそれ

ら紛らわしい行為を行ってはならないこととします。 

 また、河川レンジャー及び河川レンジャーアドバイザーの皆様との議論の過程では、河

川レンジャーが行ってはならない活動を具体的に示すことも検討していました。しかし、

記載することによる弊害や想定外の活動も考えられることから、明示することは行わない

こととしました。 

 従って、河川レンジャー制度の円滑な運営にあたっては、規定によって規制することよ

りも、河川レンジャーの行ってはならない活動をはじめ、河川レンジャーの活動全般につ

いて、河川レンジャーの皆様と事務局との意思疎通を更に強化し、未然に問題等の回避を

図ることを重点的に進めていくこととします。 

 

1.4. 特例再任の手続き【第 26 条】 

河川レンジャーの任期は、試行期間が 1 年、その後、1 期 2 年を 2 回までとなっており、

最大 5 年間です。5 年間の任期を満了された河川レンジャーは、河川レンジャーアドバイザ

ーとして活動の継続や河川レンジャーの育成・発掘等を担っていただいています。 

河川レンジャーの活動展開や制度運営の面から、河川レンジャーアドバイザーとしてで

はなく、河川レンジャーとしての活動や役割を継続していただくことが不可欠な方には、

特例として、1 期 2 年に限り再任を認めています。 

年  1 2 3 4 5 6 7 8 9～ 

 

任期 

 

          

図 1.2 河川レンジャーの任命から河川レンジャーアドバイザーまでの任期 

この特例再任の手続きは、運営会議からの推薦又は淀川河川事務所長からの推薦があっ

た河川レンジャーを対象として、1～2 月に開催する代表者会議において審査を行い、特例

再任が決定した河川レンジャーに意向を確認したうえで、2～3 月に開催する運営会議で再

任する手続きとなっています。（図 1.3 参照） 

 この現行の手続きは、最終的に河川レンジャーが特例再任を望まれなかった場合、審査

等のために多くの委員や事務局が要した時間と労力の結果が残らなくなります。 

 このため、満期退任を迎える河川レンジャーを対象として、特例再任を要請された場合、

承諾されるか否かを推薦の審議を実施する前に確認するよう改正を行いました。 

試行期間 第 1期 第 2期 河川ﾚﾝｼﾞｬｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 

第 3 期(特例) 

任命 

再任審査 再任審査 再任審査(推薦者が対象)
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月 特例再任の流れ 

9 月 
 

10 月 
 

11 月 
 

12 月 
 

1 月 
 

2 月 

 

3 月  

図 1.3 特例再任の手続きの流れ 

 

1.5. 河川レンジャーアドバイザーの活動費【第 36 条】 

 河川レンジャーアドバイザーは、年間活動計画を立案せず、自由に活動を行っていただ

くこと、河川レンジャーアドバイザーと事務局の双方が必要であると判断した活動にはレ

ンジャー活動と同様の支援を行うことから、活動費を支給しないこととしています。 

 しかし、河川レンジャー全体で取り組んでいる京都環境フェスティバル（京都府主催）

への出展に対する協力や今年度から実施予定であった淀川スクールにおける講師役などは、

事務局から要請している活動であり、費やしていただく時間や労力も大きい活動となって

います。 

このため、淀川河川事務所から要請する活動については、謝礼としての活動費を支給す

るように改正します。 

 なお、活動費は、要請する活動が様々な役割や内容、時間の長短が想定されますが、そ

れらに応じた単価設定は煩雑であり、活動費の趣旨を謝礼としていることから、統一した

単価の日額で支払うこととします。日額は、「謝金の標準支払い基準」（大臣官房会計課長

通知）に基づいて算定した額（5,200 円/日）とします。 

 

 

 

現行の流れ 
 
改正後の流れ 

【運営会議】 
・特例再任者を再任 

【運営会議】 
・特例再任推薦者の審議・決定 
・各運営会議で１名が上限（計 5名が上限） 

【淀川河川事務所長】 
・特例再任推薦者の審議・決定 
・5名が上限 

【代表者会議】 
・特例再任推薦者を対象とした特例再任の審
査・決定 

【運営会議事務局】 
・満期退任予定の河川レンジャーに対する

特例再任の受諾に関する意志確認 

【代表者会議事務局】 
・特例再任が決定した河川レンジャーに対

する受諾の意志確認 
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1.6. 河川レンジャー会議 議長・副議長の辞任【第 69 条】 

河川レンジャー会議の議長は、今年度末まで酒井レンジャーに務めていただく予定でし

たが、酒井議長は今年度末で特例の再任期間を満了され、河川レンジャーを退任されるこ

とから、次年度のレンジャー会議等の円滑な運営を見据え、今年度から議長を引き継ぐた

め、辞任を申し出されました。 

一方、運営要領には、議長の辞任に関わる規定が位置付けられていなかったため、今年

度第 1 回のレンジャー会議（H27.5.31 開催）において、辞任及び後任等の取り扱いを協議

しました。 

その結果、議長が辞任する際は、副議長が議長に就任するのではなく、議長の指名で副

議長が選任されている手続きを考慮し、副議長も辞任することとし、後任者を決定したう

えで了承することになりました。 

このため、議長及び副議長の辞任に伴う対応について、今回の対応方法を踏まえた内容

の規定を追加しました。 

 

1.7. 河川レンジャー会議 議長・副議長の任期【第 69 条】 

 河川レンジャー会議の議長・副議長は、2 年間の任期と定めています。しかし、河川レン

ジャー会議は、年度単位で河川レンジャー制度を運営しているものの、必ずしも年度末又

は年度当初に開催することができないこともあり、議長・副議長の改選が必要となる年度

には、年度当初から新しい体制でスタートできないことがあります。 

 そのため、議長・副議長は、後任者が決定するまでの期間は継続すること、4 月 1 日から

3 月 31 日までの 2 年間を任期とするように規定を追加・修正しました。 

 

1.8. レンジャー会議事務局【第 72 条】 

 レンジャー会議事務局は、中央流域センターに事務局長のセンター河川レンジャー、上

流域流域センターに事務局次長であるセンター河川レンジャーが常駐することとなってい

ます。 

 この規定について、レンジャー会議事務局の担当者の役職と任所を固定しないように変

更するとともに、センター河川レンジャーが不在となる日が発生するため、流域センター

を事務局長・事務局次長の常駐でない運営とする変更を行います。 
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２．特例再任者の決定 

 運営要領第 26 条に基づき、代表会議による審議の結果、以下の河川レンジャー3 名

の方について、特例再任が決定しました。 

 特例再任された河川レンジャーは、１期２年の任期で、活動を続けていただきます。 

 

表 2.1 特例再任者一覧 

 所属運営会議 所属出張所 氏名 

1 福島・毛馬出張所管内 毛馬出張所 石山 郁慧 

2 木津川出張所管内 木津川出張所 田中 実知世 

3 木津川出張所管内 木津川出張所 山田 信人 

（敬称略） 

 

 

３．グループ河川レンジャー再任及び新任決定 

 運営要領第 42 条に基づき、代表会議による審議の結果、以下のグループ河川レンジ

ャー3組について、再任及び新任が決定しました。 

 グループ河川レンジャーは、それぞれの活動計画に定めた任期の期間、河川レンジャ

ー活動を実施します。 

 

表 3.1 グループ河川レンジャー再任および新任一覧 

 責任者 構成員代表 
構成員人数 
（代表含む） 

区分 

1 辻川 松子 
松本 麻里 
（近畿大学大学院 1 年） 

12 名 再任 

2 山村 武正 
小林 慧人 
（同志社大学 4 年） 

6 名 再任 

3 酒井 信行 
安井 あかり 
（龍谷大学 3 年） 

3 名 新規 

（敬称略） 
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４．河川レンジャーの人材を確保する取り組み 

河川レンジャーを養成する取り組みとして、平成 26 年度から「淀川スクール」の実施に

向けた検討と試行を行いました。しかし、平成 27 年度は、淀川スクールの実施までに至る

ことができませんでした。 

淀川スクールの試行（案）    【第 14 回 代表者会議（H27.9.6）時点】 

項 目 内  容 

対 象 者 
高い意欲が認められ、今後の成長が期待できる方や、活動経験が不足している方など、

将来的に河川レンジャーとなることが期待できる方 

実施時期 平成 27 年 10 月～平成 28 年 7 月 

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

①個人面談 
・対象者と河川レンジャーアドバイザーが面談を行い、課

題（経験不足、知識不足、人脈不足等）を整理。 
・個人別の簡易な実習計画を作成。 

②活動の企画運営実習 
・10 月以降に実施される出展系イベントの企画運営を河川

レンジャー及び河川レンジャーアドバイザーとともに行

う。（企画・準備・運営・まとめで４回程度） 

③活動体験 

・①個人面談で作成した実習計画に基づき、河川レンジャ

ー活動にスタッフとして参画。 
・活動のフィールド（屋内・屋外）、季節（冬季・夏季）等

複数条件の組み合わせで、期間内 3 回以上の活動に参画。

対象者の 

取り扱い 

・予定するプログラム全てに参加した場合に実習修了とし、修了後の３年間は、講座
を受講せずにプレゼンテーション・審査を受けることが可能 

・活動参加者と同様の保険に加入 ・交通費および活動費は支給しない ・辞退可能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録しない 

終了 

①河川レンジャー・河川レンジャーアドバイザーの活動に参

加し、活動のノウハウを習得する。 

②活動の企画・運営を重点的に習得するための必修科目を設

定する。 

 10 月以降の企画会議（数回）において活動実施計画づく

りを体験し、広報体験、関連団体等の調整や、当日準備、

運営、まとめ等を行う。 

③その他、受講生の個々の課題に応じて参加活動を選ぶが、

現地での活動も必修科目とする。 

④受講生のメンター（相談役）として、河川レンジャーアド

バイザーの協力をいただく。 

⑤実習時は保険に加入する。交通費は支給しない。 

⑥一定数の実習に参加することで淀川スクール修了とする。

⑦修了者は、３年間講座受講なしにプレゼン審査に参加可

能。 

平成 27 年度試行部分 

試行実施では、このアプローチを展開 
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図 4.1 淀川スクール（試行）の取り組みフロー 

 

 

第 13 回 代表者会議2 月 

平成 26 年度 

河川レンジャーとなる人材の確保と養成を目的とし
て、『淀川スクール（仮称）』に取り組むことを決定 

第 14 回 レンジャー会議5 月 

平成 27 年度 

河川レンジャーに対し、平成 27 年度の淀川スクール
の試行実施を説明 

第 5 回 専門家会議 6 月 
淀川スクールの具体的な内容・スケジュールを確認 
（レンジャーアドバイザーへの説明と協力依頼を実施）

7 月 

第 14 回 代表者会議9 月 
今年度の河川レンジャー審査において、淀川スクー
ル“試行対象者”を決定 

養成講座3日目（7/11）に、プレゼンテーションの案内とともに「河川レンジャー養
成コース（仮称）」の概要と、コースへの推薦の可能性を示唆 

案内(広報) 

河川レンジャーに推薦されなかった淀川スクール試行対象者（5 名）に対して、
淀川スクールへの参加を打診 

案内 

11 月 
・対象者 5 名中 4 名が辞退 
・残りの 1 名についても「参加しても良い」という消極的な参加意向 
・参加意向のあった 1 名の実習希望地域では河川レンジャーから受入れ困難の反応 

背 景 

河川レンジャーの養成を目的とした
検討を実施 

「淀川スクール」の検討と試行 

・レンジャー養成講座の受講者数および修了者数が年々減少 

・活動経験が不足した河川レンジャー審査申請者等の増加 

平成 27 年度は「淀川スクール」の開校を断念 

【案内の結果】 
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このため、河川レンジャーを養成する新たな取り組みについて審議し、検討の方向性が

決定しました。 

試行期間である任命 1 年目の処遇を限定して河川レンジャーを増員し、任命後に河川レ

ンジャーの養成を図る『試行レンジャーの増員』を展開するもので、今後、詳細の検討を

進めて行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2 新たな取り組みの実施フロー（案） 
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今後の検討項目（案） 

1) 河川レンジャー審査申請条件（講座修了条件）の見直し 

①河川に関する専門知識を有する方等について、講座受講を一部免除する。 

②免除対象科目および DVD 視聴とレポート提出での受講を可能とする科目 

 

2) 河川レンジャー審査基準の緩和 

 

3) 河川レンジャーサポーター（仮称）の位置付け・活動方針等 

淀川管内河川レンジャーの役割や活動範囲等に沿った活動を行うボランティアとする。

（1 年更新の登録時に保険への加入を行う） 

 

4) 試行期間終了後の代表者会議での審査方法・審査基準等について 

試行レンジャー増員後に、試行レンジャーの資質や能力、実際の試行活動状況を見極

めながら、試行期間終了後の審査方法や審査基準等を検討。 
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５．河川レンジャーの活動及び制度の充実に向けた取り組み 

 

①河川レンジャー活動の充実・向上および②河川レンジャー制度の進捗点検の充実・

強化を目的として、取り組みの主体である河川レンジャー自らが活動結果を確認し、そ

こから活動の課題や改善点を把握・分析することで活動の更なる充実を図るとともに、

制度の進捗点検に河川レンジャーによる活動の確認・点検結果を用いることにより、新

たな指標による点検の更なる充実を図っていく取り組みについて審議を行いました。 

 現在、5名の河川レンジャーが試行を行っている活動報告の新様式及び活動報告集計

表の作成等の取り組みが確認され、平成 28 年度からの河川レンジャー全体の試行実施

に向けた検討の方向性が決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1 新たな取り組みの実施フロー（案） 



【参考】活動報告新様式案 

1. ○○活動・平成年月日() 

1.1 実施状況 
活 動 名  

氏  名 ○○○○（  ） 

※（ ）内には、△△出張所管内河川レンジャー、河川レンジャーアドバイザー、◯

◯アドバイザーグループ河川レンジャーの区分を記載してください。 

運営形

態 

主催・共催・協力 

※運営形態について、いずれか１つを選んでください。 

活 動 日

時 

平成 年 月 日（ ） 00：00 ～ 00：00 

実 施 場

所 

 

参 加 対

象 

地域住民・団体(地域団体・学校・行政・企業など)（団体名：        ） 

※主な対象について選択してください。特定の団体を対象とする場合は団体名も記載

してください。 

参 加 人

数 

および 

団体名 

 

参加総数 名  

参加者 名 大人 名、子ども 名 

講師 名  

スタッフ 名  

連携 

団体 

関係者 

市

民

団

体

等 

当

日 
名

レンジャー様にてご記入願います 

準
備
のみ 

名

レンジャー様にてご記入願います 

行

政

機

関 

当

日 
名

レンジャー様にてご記入願います 

準
備
のみ 

名
レンジャー様にてご記入願います 

学

校

関

係 

当

日 
名

レンジャー様にてご記入願います 

準
備
のみ 

名
レンジャー様にてご記入願います 

淀川河川事務所 名  

河川レンジャー事務局 名  

スケジュ

ール 

00:00 開始 

 

 

 

00:00 終了 

配付資料 
 

 

関係機関からの 

支援内容 

レンジャー様にてご記入願います 
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河 川 レ

ンジャー

の 活 動

内容 

準 備 
レンジャー様にてご記入願います 

 

当 日 
レンジャー様にてご記入願います 

 

事 後 
レンジャー様にてご記入願います 

 

参加者からの意見
レンジャー様にてご記入願います 

 

 

 

1.2 活動状況 

  

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４点 
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1.3 活動結果の確認 

(1)達成状況 

確認項目 達成状況※１

1) 
年間活動計画に示した目標や活動内容に沿った取り組みができまし

たか？ 
 

2) 
年間活動計画に示した“課題に対する改善点”を踏まえた取り組み

ができましたか？ 
 

できなかった理由※

２ 

 

年間活動計画で想定していた

STEP※３
 実際に到達した STEP※３  

※１：達成状況は、以下の指標により、「できた」「普通」「できなかった」の何れかを

記入してください。 

～達成状況の指標～ 

[できた] → 7 割以上できた   [普通] → 4～6 割程度

できた 

[できなかった] → 3 割以下しかできなかった 

※２：達成状況で「できなかった」を選んだ場合は、できなかった理由を記入してく

ださい。 

※３：STEP は、「１」「２」「３」のいずれかを記入してください。 

 

(2)貢献分野 

貢献分野※

１ 

A:治水 

・防災 

B:環境保

全 

C:河川利

用 

D:維持管

理 

E:歴史 

・文化 

F:川づく

り 

・人づくり

      

波及貢献 

の状況※２ 
 

※１：活動の主たる貢献分野に●、波及効果があったと思う分野に○を記入してくだ

さい(複数回答可) 

※２：主たる貢献分野以外に波及効果をもたらした状況を記入してください。 
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(3)取り組み内容 

確認項目 ﾁｪｯｸ※１

活動の 

充実度 

① 
活動内容について、これまでの課題を“改善”するような工夫はあ

りましたか？ 
 

② 活動内容を更に“充実・発展”させるような工夫はありましたか？  

③ 
活動内容に関して、参加者の声を聞くような取り組みや工夫はあり

ましたか？ 
 

④ 
活動の広報において口コミ以外で参加者数を増加させるような工夫

はありましたか？ 
 

⑤ 
継続活動においてメンバー構成（レンジャーの参加者や連携団体）

は多様化しましたか？ 
 

活動の 

定着度 

⑥ 活動は地域の要望（ニーズ）を受け継続していますか？  

⑦ 活動において地域の協力は得られていますか？  

⑧ 
活動は広く周知され、誰もが公平に参加しやすいものとなっていま

すか？ 
 

⑨ 継続活動において活動回数や参加者数は増える傾向ですか  

地域への 

貢献度 

⑩ 
地域住民の川への興味を向上させ、川の利用、川とのふれあいを促

進しましたか？ 
 

⑪ 
地域や連携を図った相手の“川に対する考え”や“活動”に変化は

ありましたか？ 
 

⑫ 河川を愛護する団体などを創出しましたか？  

河川事業へ

の貢献度 

⑬ 
河川整備や水辺整備、河川管理に関する“住民意見の聴取”（すでに

ある計画や施設に対する意見の聴取・収集）に貢献しましたか？ 
 

⑭ 
河川整備や水辺整備、河川管理に関する“ニーズの抽出”（河川管理

者が把握できていないニーズの抽出）に貢献しましたか？ 
 

⑮ 
河川整備や水辺整備、河川管理への住民の関わり（事業等のプロセ

ス(ワークショップなど)への参加・協力）を促進しましたか？ 
 

アピール 

ポイント※２ 

 

※１：該当する項目のチェック欄に○を、中でもアピールポイント欄に記載した内容に最も関

係の深いものに●を記入してください 

※２：チェック欄で●を記入した項目に関して、特に良かったと思う工夫や取り組み

の内容、状況などを記入してください。 
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活動報告集計表　＜作成例＞

１．全体集計表

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

1 3 回 人 　 　 ● 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○

2 1 回 人 　 ○ 　 ● 　 ○ 　 ○ 　 ● 　 ○ ○ ○ 　 ○ 　 　 　 　 　

3 1 回 人 　 ● ○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ ○ 　 ● 　 　

4 5 回 人 　 ● 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 　 　 ○ 　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 　

5 5 回 人 　 　 ● ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 ○ 　 　

6 1 回 人 ○ ● ○ 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　

7 2 回 人 　 ○ 　 　 ● ○ 　 　 　 　 　 ○ ● 　 　 　 ○ 　 　 　 　

8 2 回 人 ○ 　 ● 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 ○ 　 　 　 　

9 回 人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10 回 人 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

※別紙 【記入方法】 を参考に記入してください。

２．連携団体集計表 ３．総　括

1 3 団体 9 回 人 1 団体 3 回 人 団体 回 人

2 2 団体 2 回 人 1 団体 1 回 人 団体 回 人

3 団体 回 人 団体 回 人 団体 回 人

4 2 団体 8 回 人 団体 回 人 団体 回 人

5 団体 回 人 団体 回 人 団体 回 人

6 2 団体 2 回 人 1 団体 1 回 人 団体 回 人

7 団体 回 人 1 団体 2 回 人 1 団体 2 回 人

8 3 団体 6 回 人 団体 回 人 1 団体 2 回 人

9 団体 回 人 団体 回 人 団体 回 人

10 団体 回 人 団体 回 人 団体 回 人

普通
できな
かった

1
　●●市担当者との繋がりにより、新たな開催要望地区（●
●小学校）の紹介があり、地域の協力体制が確立されてき
た。

できた 普通 1

できな
かった

普通 2

取り組み内容

確認項目 STEP 確認項目
アピールポイント

1) 2) 計画 結果

　SNS（facebook）での告知を行った結果、参加者数の増加
に繋がった。

できた

3

　活動後の座談会で河川管理に関する意見が出たので、
活動報告に併せて河川管理者への報告を行った。（住民意
見の聴取に貢献した）

300

1

2できた できた

160

200

普通

2

1

1

1

氏名 ●●　●● 所属（出張所） ●●出張所 作成年月日

達成状況

できた できた 1

2015年10月5日

●●地区野鳥観察会＜連携＞
●●川●kp付近
（●●地区）

共催

第３回～第５回●●河川公園整備計画
検討ワーキンググループ

●●市●●公民
館（●●地区）

実施状況

45

No.
活動場所

運営
形態

●●川クリーンアップ＜連携＞
●●川●●橋～
●●橋区間

共催

活動名

小学校出前授業（●●川の歴史・文化・
動植物の学習）＜連携＞

●●市●●小学
校

主催

実施
回数

参加者数
（合計）

できた できた 2 2河川利用者に対する水辺での安全指導
●●川（右岸）●
kp～●kp

主催

●●フェスティバル出展活動＜合同＞
●●市立●●博
物館

協力

1

普通 普通 3共催

10

主催

貢献分野

集計期間 平成27年度上半期

〔連携団体名の整理〕

分類 市民団体等 行政機関 学校関係

1

8

活動名
市民団体等

団体数 連携数

4

30
●●川での魚つかみ体験＜他ブロック
管内で実施＞

●●川●●橋付
近

No.

ライフジャケットでの着水訓練出前
授業

24 8

●●地区野鳥観察会＜連携＞ 45

河川利用者に対する水辺での安全
指導

ライフジャケットでの着水訓練出前授業
●●市●●小学
校

主催

100

80

行政機関 学校関係
上半期 年間

●●川クリーンアップ＜連携＞ 40 5

●●川での魚つかみ体験＜他ブ
ロック管内で実施＞

人数 団体数 連携数 人数人数 団体数 連携数
第３回～第５回●●河川公園整備
計画検討ワーキンググループ

24

団体名称
●●の会、NPO法人●●、●●実行委
員会、●●自治会、●●社会福祉協議
会、●●漁業協同組合

●●府、●●市、●●消防署、●●府
立●●研究所、●●区生涯学習セン
ター、●●市立博物館

●●小学校、●●中学校ＰＴＡ、●
●大学●●サークル

活動全体における
アピールポイント

活動結果を踏まえた
今後の課題・改善点

　「●●公園整備計画検討ＷＧ」では、全体的な参加
者数（人と川を繋いだ人数）は少ないものの、ＷＧを
進める中で参加者が増加し、河川や水辺整備に関す
る意見も増加していったことから、河川整備や水辺整
備に対する地域の関心を高めるという点で非常に貢
献できたと考える。

　「小学校出前授業」では、出前授業を発端に、小学
校区内の自治会と連携した環境保護活動が発足し、
今後更に川と人との繋がりが増えることが期待される。

　分野として『歴史・文化』に対する活動はあまりでき
ていないことから、今後は、例えば●●フェアでの防
災パネル展示に併せて歴史・文化の継承に寄与する
展開を付加するなど、現在の継続活動において『歴
史・文化』への波及貢献が可能な取り組みを考えてい
きたい。

　これまでに連携実績のある団体との交流は継続でき
ているが、新たな団体との交流がほとんど無く、地域と
の日常的な交流が広がらなかったことから、新たな団
体との交流についても模索していきたい。

●●フェスティバル出展活動＜合
同＞

20 5

小学校出前授業（●●川の歴史・
文化・動植物の学習）＜連携＞

8
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